
      ～令和６年１１月 ふじみ野市 自治組織加入促進月間～ 

 

Q 自治組織（町会・自治会・町内会）はどんな活動をしているの？ 

 

◎ご近所さん 

自治組織は、地域に住む高齢者や障がいのある人の見守り活動や 

敬老会事業を実施するなど、地域で支え合う活動を民生委員や 

市社会福祉協議会などと連携して取り組んでいます。 

 

◎みんなで楽しもう 
自治組織は、地域の親睦を深め、地域の連帯意識を深めるために、 

お祭りや餅つき、スポーツ大会、日帰り旅行など、地域の特色を活か     

した様々なイベントに取り組んでいます。 

 

◎犯罪のないまち 
自治組織は、地域で日ごろから『防犯パトロール』、『青色防犯パトロール』を 

実施するなど、地域全体で防犯活動に取り組み、防犯の目を光らせ、地域の 

安全・安心なまちづくりに取り組んでいます。 

 

◎いざというとき 
自治組織は、地域を守るため、自主防災組織を設置し、防災訓練や災害時の 

対応、要支援者の避難のサポートなど、消防署や警察署、市などと連携して 

取り組んでいます。 

  

◎子どもたち 
自治組織は、小学生の登下校時に交通安全や防犯上の観点から、 

将来を担う子どもの見守り活動に取り組んでいます。 

また、子ども会などの健全育成事業に取り組んでいます。 

 

◎きれいなまち 
自治組織は、「ゴミゼロ運動」や「花いっぱい運動」の実施など、住み良い 

地域環境を創出する活動を実施しています。 

また、資源のリサイクルやごみ減量化運動にも取り組み、環境にやさしい 

まちづくりに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 検索 ふじみ野市 自治組織 

自治組織に関する内容は市ホームページ（QR コード）からも

見ていただくことができます。            

 



加入申込・お問い合わせは「ふじみ野市自治組織連合会（事務局）」まで 

【連絡先】 ふじみ野市役所協働推進課   

〒356-8501 ふじみ野市福岡 1-1-1 （本庁舎 2 階） 

ＴＥＬ：049-262-9016  FAX：049-266-1227 

         MAIL：chiikishinkou@city.fujimino.saitama.jp 

 

 教えて！自治組織Ｑ＆Ａ               
Ｑ．町会・自治会・町内会の会費は月（年）いくらですか？ 

Ａ．会費は、町会・自治会・町内会ごとに異なります。（およそ年 3,000 円前後） 

金額は、町会・自治会・町内会にご加入の方又は協働推進課までお問合せください。 

 

Ｑ．町会・自治会・町内会に加入していませんが、行事に参加することはできますか？ 

Ａ．ぜひ参加してください。 

行事に参加することで楽しさを知っていただき、隣近所との交流を広げていくことで、 

加入を検討していただきたいと思います。 

 

Ｑ．加入した場合、どんなメリットがありますか？ 

 Ａ．町会・自治会・町内会は、自主防災組織を設置し、災害グッズを備蓄しています。 

また、防災訓練などを実施していますので、災害時の町会・自治会・町内会における取組 

を知るとともに、自らの備えに役立てることができます。 

さらに、町会・自治会・町内会に加入し、地域の活動に参加することにより、顔がわかる 

関係になりますので、災害直後の共助の取組（救助や避難活動）が強化されます。 

その他、防犯、交通安全、子育て、高齢者、環境美化などの身近な課題を共に考え、解決 

していくことにより、安全・安心な住環境を整えることができます。 

そして、地域行事等のチラシ回覧により、生活に必要な情報が容易に手に入ります。 

 

ふじみ野市を共に育みませんか？ 

まちづくりの主役は、あなたです！ 

 

 

 

 加入をご希望の方は                 
下記連絡先にご連絡いただくか、加入申込書を下記までご提出ください。 

お住まいの地域の町会・自治会・町内会の役員よりご連絡いたします。 

（個人情報は地域の自治組織が適正に管理いたします。） 

※メールでの加入申込・お問い合わせは、右のコードをご利用ください。 

加入申込書 

氏名  

住所 ふじみ野市 

電話    （   ） 

 

 

 

加入しよう‼ 


